
申立書，手数料，郵便切手などのほか，情報提供の手
続によって年金事務所，各共済組合又は私学事業団の

いずれかから交付された「年金分割のための情報通知書」
が必要になります。年金についての情報提供や年金分割の請
求先等についての詳細は，後記の「年金分割制度等につい
てのお問い合わせ・相談等は……」欄記載の各窓口にお問
い合わせください。
（申立書用紙は，裁判所ウェブサイトからダウンロードすることができます。）

当事者間で合意した分割割合等について年金分割を請求すること及び合意した分割割合を証明
する書面の作成等がされ又は裁判手続により分割割合が定められた後，実際に離婚時の年金分

割制度を利用するためには，年金事務所，各共済組合又は私学事業団のいずれかで年金分割の請
求手続をする必要があります。
　具体的な請求手続については，最寄りの年金事務所，各共済組合又は私学事業団にお問い合わせください。

審判の申立てについては，申立人又は相手方の住所地を受け持つ家庭裁判所，調停の申立てにつ
いては，相手方の住所地を受け持つ家庭裁判所ですが，いずれについても，申立人と相手方が合意
で定めた家庭裁判所にすることもできます。ご不明な場合は最寄りの家庭裁判所にお尋ねください。

※　以上のほか，当事者からの請求により交付される「年金分割のための情報通知書」にも，年金分割制度等につ
いてのお問い合わせ先が記載されています。

厚生年金の期間
について

国家公務員の期間
について

地方公務員の期間
について

私立学校教職員の
期間について
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　年金分割の制度を利用するに当たり，当事者の一方又は双方から，離婚
前又は離婚後に最寄りの年金事務所，各共済組合又は私学事業団のいずれ
かで年金分割のために必要な情報（定めることができる分割割合の範囲等）
の提供を請求することができます。
　年金分割のために必要な情報は，「年金分割のための情報通知書」という
文書により通知されます。
　詳細は，後記の「年金分割制度等についてのお問い合わせ・相談等は……」
欄記載の各窓口にお問い合わせください。

　当事者間で分割割合等について合意した場合には，年金分割を請求すること及び合意し
た分割割合を証明する書類を作成して当事者双方が年金事務所，各共済組合又は私学事業
団のいずれかで年金分割の請求手続（ Q4参照）を行うことになります。
　その他，公証役場で公正証書を作成するか，又は合意書に公証人の認証を受けることによ
って合意した分割割合等を明らかにすることができる場合には，当事者の一方により年金
事務所，各共済組合又は私学事業団のいずれかで年金分割の請求手続を行うことができます。
　詳細は，後記の「年金分割制度等についてのお問い合わせ・相談等は……」欄記載の各
窓口にお問い合わせください。

（書式は年金事務所等に備え付けられています。）


